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告   示 

◎新潟県告示第1435号 

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定をする予定である。 

平成26年10月21日 

新潟県知事    泉 田  裕 彦 

１ 保安林予定森林の所在場所 

新潟県上越市大島区嶺字大沢 3750の１から 3750の３まで、3757、3814の１、3824、3825の１から 3825の

４まで、3827 の２、3828の１、3828の２、字下ノ沢 3830 の１から 3830の３まで、3832、3833の１から 3833

の４まで、3834の１から 3834の６まで、3836の１から 3836の３まで、3853の４ 

２ 指定の目的 

    土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

 ア 主伐は、択伐による。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
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(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び上越市役所に備え置いて縦覧に供

する｡) 

 

◎新潟県告示第1436号 

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定をする予定である。 

平成26年10月21日 

新潟県知事    泉 田  裕 彦 

１ 保安林予定森林の所在場所 

新潟県上越市大島区下達字居村 267の８、268の１、269 の１、269 の３ 

２ 指定の目的 

    土砂の崩壊の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

 ア 主伐は、択伐による。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び上越市役所に備え置いて縦覧に供

する｡) 

 

◎新潟県告示第1437号 

森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する

予定である。 

平成26年10月21日 

新潟県知事    泉 田  裕 彦 

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

  新潟県上越市大島区嶺字大沢3749の２、3749の４、3749の５、3751の１から3751の３まで、字下ノ沢3842、

字白崩4434の１、4434の２、4442、4443の１から4443の３まで、4444、4444の１、4444の３、4445の１、4445

の３、4445の４ 

２ 保安林として指定された目的 

  土砂の流出の防備 

３ 変更後の指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

 ア 主伐は、択伐による。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び上越市役所に備え置いて縦覧に供

する｡) 

 

◎新潟県告示第1438号 

森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する

予定である。 

平成26年10月21日 

新潟県知事    泉 田  裕 彦 

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

  新潟県上越市大島区嶺字大沢3814の２、3825の５から3825の10まで、字下ノ沢3853の１から3853の３まで、

3922の１から3922の13まで 
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２ 保安林として指定された目的 

  土砂の流出の防備 

３ 変更後の指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

 ア 主伐は、択伐による。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び上越市役所に備え置いて縦覧に供

する｡) 

 

◎新潟県告示第1439号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、新発田市の佐々木土地改良区の定款の変更を

平成26年10月10日認可した。 

平成26年10月21日 

新潟県新発田地域振興局長 

 

◎新潟県告示第1440号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、柏崎市の柏崎土地改良区の定款の変更を平成

26年10月10日認可した。 

平成26年10月21日 

新潟県柏崎地域振興局長 

 

◎新潟県告示第1441号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）に基づき、次のとおり土地改良事業計画の変更を認可した。 

平成26年10月21日 

新潟県新発田地域振興局長 

事業主体の所在・名称 地区名 事業名 
新規変更

の別 
認可年月日 根拠条文 

阿賀野市 

水留克栄ほか 123 名 
前島 区画整理事業 変更 平成 26年 10月８日 

第95条 

の２ 

 

◎新潟県告示第1442号 

国土調査法（昭和26年法律第180号）第６条の３第２項の規定により、平成26年度地籍調査事業計画（平成26

年８月８日新潟県告示1175号）を次のとおり変更する。 

平成26年10月21日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

調査を行う

者の名称 

調査区域 調査期間 
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新潟市 

 

 

 

 

 

新発田市 

 

 

小千谷市 

 

 

十日町市 

 

 

 

見附市 

 

 

村上市 

 

 

 

燕市 

 

 

糸魚川市 

 

 

阿賀野市 

 

 

佐渡市 

 

 

魚沼市 

 

 

 

湯之谷地域

森林組合 

 

 

南魚沼市 

 

 

 

胎内市 

 

 

弥彦村 

新潟市の第05－16計画区・第06－16計画区・第06－17計画区・第

06－18計画区・第02－19－３計画区・第02－22－１計画区・第03

－20－２計画区・第03－26－１計画区・第14－13－１計画区及び

第09－14－１計画区 

 

 

新発田市の第２計画区及び第３計画区 

 

 

小千谷市の第24計画区及び第26計画区 

 

 

十日町市の市街第４計画区・市街第５計画区・市街第６計画区・

市街第７計画区・市街第８計画区及び市街第９計画区 

 

 

見附市の第３計画区・第４計画区及び第５計画区 

 

 

村上市の朝第29計画区・朝第30計画区・朝第31計画区・朝第32

計画区・朝第33計画区・神第30計画区・神第31計画区･神第32計

画区及び神第33計画区 

 

燕市の第37計画区・第38計画区及び第40計画区 

 

 

糸魚川市の第19計画区及び第21計画区 

 

 

阿賀野市の第35計画区・第36－１計画区及び第36－２計画区 

 

 

佐渡市の第49計画区及び第50計画区 

 

 

魚沼市の第14－１計画区・第14－２計画区・第57－１計画区・第

S10計画区・第S11計画区・第S12計画区・第S13計画区及び第S15

計画区 

 

魚沼市の湯森林第１－１計画区 

 

 

 

南魚沼市の第６計画区・第７計画区・第８計画区及び南魚沼市計

画区 

 

 

胎内市の第43計画区及び第44計画区 

 

 

弥彦村の第35計画区及び第36計画区 

平成26年４月１日から平成

27年３月31日まで 

 

 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

     〃 

 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

      

     〃 

 

 

 

〃 

 

 

〃 
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田上町 

 

 

阿賀町 

 

 

湯沢町 

 

 

 

刈羽村 

 

 

 

関川村 

 

 

 

 

 

田上町の第１計画区及び第２計画区 

 

 

阿賀町の第１計画区・第２計画区・第３計画区及び第４計画区 

 

 

湯沢町の第102－１計画区・第102－２計画区及び第102－３計画

区 

 

 

刈羽村の第09計画区・第10計画区・第11－１計画区及び第12計画

区 

 

 

関川村の第14－２計画区・第14－３計画区・第14－４計画区・第

14－５計画区･第14－６計画区・第15－１計画区及び第15－２計

画区 

 

 

 

 

〃 

 

 

     〃 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

 

〃 

 

 

 

   

 

◎新潟県告示第1443号 

新潟県公共土木施設等維持管理業務入札参加資格審査規程（平成23年２月新潟県告示第128号）の一部を次のよ

うに改正し、平成27年４月１日から実施する。ただし、第３条の改正は、平成26年11月１日から実施する。 

平成26年10月21日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

次の表の改正前の欄中号及び号の細目の表示に下線が引かれた号及び号の細目（以下「移動号等」という｡)に

対応する同表の改正後の欄中号及び号の細目の表示に下線が引かれた号及び号の細目（以下「移動後号等」とい

う｡)が存在する場合には当該移動号等を当該移動後号等とし、移動号等に対応する移動後号等が存在しない場合

には当該移動号等（以下「削除号等」という｡)を削り、移動後号等に対応する移動号等が存在しない場合には当

該移動後号等（以下「追加号等」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び削除号等を除く。以下「改正部分」という｡)に対応

する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号及び号の細目の表示並びに追加号等を除く。以下「改正後部分」

という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しな

い場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  
（入札に参加することができる者） 

第２条 入札に参加することができる者は、次の各

号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 新潟県建設工事入札参加資格審査規程（昭和

58年12月新潟県告示第3296号）第２条の規定に

より競争入札等に参加することができる者（次

条第１項に規定する税について滞納がない者に

限る｡) 

(2) 次のアからウまでのいずれにも該当する者で、

この章に定める手続により資格審査を受け参加

資格が認められたもの及びその者の参加資格を

（入札に参加することができる者） 

第２条 入札に参加することができる者は、次の各

号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 新潟県建設工事入札参加資格審査規程（昭和

58年12月新潟県告示第3296号）第２条の規定に

より競争入札等に参加することができる者 

 

 

(2) 次のア及びイのいずれにも該当する者で、こ

の章に定める手続により資格審査を受け参加資

格が認められたもの及びその者の参加資格を承
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承継したもの（以下「参加資格者」という｡) 

ア・イ （略） 

ウ 次条第１項に規定する税について滞納がな

い者 

２ （略） 

 

（資格審査の申請） 

第３条 資格審査を受けようとする者は、別に定め

る申請書及び次に掲げる添付書類（以下この章に

おいて「申請書類」という｡)を知事に提出しなけ

ればならない。 

(1)・(2) （略） 

(3) 法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費

税の納税証明書 

 

 

 

(4) （略） 

(5) （略） 

２ 申請書類の提出部数は、正本１部、副本２部と

する。ただし、新潟県に主たる事務所を有する者

（以下「県内業者」という｡)以外の者（以下「県

外業者」という｡)にあっては、正本１部、副本１

部とする。 

 

（参加資格の承継） 

第８条 （略） 

２ 前項の規定により参加資格を承継しようとする

者は、別に定める申請書及び次に掲げる添付書類

を知事に提出しなければならない。 

(1)～(5) （略） 

(6) 新潟県の県税の納税義務がある者にあっては、

その納税証明書 

(7) 法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費

税の納税証明書 

(8) （略） 

(9) （略） 

３・４ （略） 

 

（参加資格の取消し） 

第11条 （略） 

２ 知事は、前項に規定するもののほか、参加資格

者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該

参加資格を取り消すことができる。 

(1)～(5) （略） 

(6) 第２条第１項第２号ウに該当しないとき。 

(7) （略） 

３ 知事は、参加資格者が前項第１号から第６号ま

でのいずれかに該当する疑いのあるときは、その

者に対し、相当な期間を定めて、必要な書類の提

出を求めることができる。 

継したもの（以下「参加資格者」という｡) 

ア・イ （略） 

 

 

２ （略） 

 

（資格審査の申請） 

第３条 資格審査を受けようとする者は、別に定め

る申請書及び次に掲げる添付書類（以下この章に

おいて「申請書類」という｡)を知事に提出しなけ

ればならない。 

(1)・(2) （略） 

(3) 新潟県に主たる事務所を有する者（以下「県

内業者」という｡)以外の者（以下「県外業者」

という｡)にあっては、前号の納税証明書のほか、

法人税又は所得税の納税証明書 

(4) 消費税及び地方消費税の納税証明書 

(5) （略） 

(6) （略） 

２ 申請書類の提出部数は、正本１部、副本２部と

する。ただし、県外業者にあっては、正本１部、

副本１部とする。 

 

 

 

（参加資格の承継） 

第８条 （略） 

２ 前項の規定により参加資格を承継しようとする

者は、別に定める申請書及び次に掲げる添付書類

を知事に提出しなければならない。 

(1)～(5) （略） 

 

 

 

 

(6) （略） 

(7) （略） 

３・４ （略） 

 

（参加資格の取消し） 

第11条 （略） 

２ 知事は、前項に規定するもののほか、参加資格

者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該

参加資格を取り消すことができる。 

(1)～(5) （略） 

 

(6) （略） 

３ 知事は、参加資格者が前項第１号から第５号ま

でのいずれかに該当する疑いのあるときは、その

者に対し、相当な期間を定めて、必要な書類の提

出を求めることができる。 
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４ （略） ４ （略） 
  

 

◎新潟県告示第1444号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成26年10月21日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 長岡片貝小千谷線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

長岡市朝日字畑ケ田 789番２から 

 

同市来迎寺字越石甲2637番まで 

 

新 

 

11.0～24.8メートル 

 

207.8メートル 

 

旧 

 

10.2～24.0メートル 

 

207.5メートル 

備考 路線の重用 

   全区間県道柏崎高浜堀之内線と重用 

 

 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 柏崎高浜堀之内線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

長岡市朝日字畑ケ田 789番２から 

 

同市来迎寺字越石甲2637番まで 

 

新 

 

11.0～24.8メートル 

 

207.8メートル 

 

旧 

 

10.2～24.0メートル 

 

207.5メートル 

備考 路線の重用 

   全区間県道長岡片貝小千谷線と重用 

 

◎新潟県告示第1445号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成26年10月21日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   長岡片貝小千谷線 

２ 供用開始の区間 

  長岡市朝日字畑ケ田789番２から同市来迎寺字越石甲2637番まで 

３ 供用開始の期日  平成26年10月21日 

 

◎新潟県告示第1446号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 
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平成26年10月21日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 岩野塚山線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

長岡市岩野字下原 2838番から 

 

同市岩野字下原2850番まで 

 

新 

 

14.1～18.8メートル 

 

53.5メートル 

 

旧 

 

13.6～18.8メートル 

 

53.5メートル 

 

◎新潟県告示第1447号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成26年10月21日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 山田中潟線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

長岡市高島町字古屋敷 1849番５から 

 

同市高島町字古屋敷1877番１まで 

 

新 

 

12.0～14.7メートル 

 

100.0メートル 

 

旧 

 

12.0～14.7メートル 

 

100.0メートル 

 

◎新潟県告示第1448号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成26年10月21日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 滝谷村松線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

長岡市滝谷町字前田 1398 番１から 

 

同市渡沢町字土手端623番１まで 

 

新 

 

13.4～14.6メートル 

 

139.2メートル 

 

旧 

 

7.8～14.4メートル 

 

139.2メートル 

 

◎新潟県告示第1449号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 
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平成26年10月21日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   滝谷村松線 

２ 供用開始の区間 

  長岡市滝谷町字前田1398番１から同市渡沢町字土手端623番１まで 

３ 供用開始の期日  平成26年10月21日 

 

公   告 

予算の公表について（公告） 

平成26年10月10日新潟県議会において議決された平成26年度新潟県一般会計補正予算、特別会計補正予算、企

業会計補正予算の要領は、次のとおりである。 

平成26年10月21日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 
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家畜商講習会の開催について（公告） 

家畜商法（昭和24年法律第208号）第４条の２第１項の規定により、家畜商講習会を次のとおり開催する。 

平成26年10月21日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 講習会の日時及び場所 

(1) 日時  

平成26年12月17日及び18日 午前９時から午後５時まで 

(2) 場所 

新潟市西蒲区巻甲12021  新潟県農業大学校 

２ 講習の内容及び時間 

  (1) 家畜の取引に関する法令    ４時間 

  (2) 家畜の品種及び特徴      ４時間 

  (3) 家畜の悪癖、機能障害及び疾病 ６時間 

    ただし、獣医師の免許を受けている者は(2) 及び(3) を、家畜人工授精師の免許を受けている者は(2) 及 

び(3) の家畜の悪癖、機能障害の受講を免除する。 

３ 受講手続 

家畜商講習会受講申込書に 3,400円相当額の新潟県収入証紙及び写真（縦６センチメートル、横５センチ 

メートル程度のもの）を貼り、11月28日までに県地域振興局農業（農林）振興部又は県農林水産部食品・流

通課へ提出すること。 

なお、獣医師免許証ないしは家畜人工授精師免許証を有する者は、その写しを添えて、講習時間の特例措

置適用申請書も併せて提出すること。 

４ 受講資格 

  家畜の取引の業務に従事しようとする者 

５ その他 

(1) 受講者は、講習会当日に次のものを持参すること。 

・筆記用具 

・講習用テキスト (株)ぎょうせい発行の「最新版 家畜取引の知識」（価格3,497円（消費税込み）） 

 なお、希望者には、講習用テキストをあっせんする。 

(2) 詳細については新潟県農林水産部食品・流通課流通・市場係 (電話025(280)5304) に問い合わせること。 

 

特定調達契約の落札者等について（公告） 

特定調達契約について落札者を決定したので、県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成

７年新潟県規則第87号）第15条の規定により、次のとおり公告する。 

平成26年10月21日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 調達件名及び数量 

(1) ロータリ除雪車（2.2ｍ級、ロング雪切板付）             １台 

(2) ロータリ除雪車（2.6ｍ、220kW級、ロング雪切板付）         １台 

(3) 除雪ドーザ（11ｔ級、マルチプラウ、反転エッジ付）         １台 

(4) 凍結防止剤散布車（３ｔ級、４×４）                ２台 

(5) 凍結防止剤散布車（４ｔ級、４×４）                ２台 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

    新潟県出納局会計検査課 

  新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

３ 調達方法 

 購入等 

４ 契約方式 

 一般競争入札 

５ 落札決定日 

  平成26年９月10日 
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６ 落札者の氏名及び住所 

(1) 上記１(1)、(2)及び(3)について 

   株式会社ＫＣＭＪ新潟営業所 

   新潟県新潟市東区下木戸３丁目１番60号 

(2) 上記１(4)及び(5)について 

      英和株式会社新潟営業所 

   新潟県新潟市中央区南笹口１丁目１番54号 

７ 落札価格 

(1) 上記１(1)について 

    28,717,840円 

(2) 上記１(2)について 

    28,717,840円 

(3) 上記１(3)について 

15,556,940円 

(4) 上記１(4)について 

     32,535,180円 

(5) 上記１(5)について 

32,867,380円 

８ 入札公告日 

  平成26年７月29日 

９ 落札方式 

  最低価格 
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